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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　把持部と、
　音響波を受信して電気信号を出力する複数の検出素子と、
　前記複数の検出素子が配置された検出面と、
　光源から照射された光を吸収して音響波を発生させる光吸収体が配置された光吸収体支
持部と、
を有することを特徴とする手持ち式プローブ。
【請求項２】
　前記検出面に配置された、前記光を照射する出射端をさらに有する
ことを特徴とする請求項１に記載の手持ち式プローブ。
【請求項３】
　前記光吸収体支持部は、前記検出面が被検体に対向するように前記手持ち式プローブが
前記被検体に押し当てられるとき、前記被検体と前記検出面の間に位置する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の手持ち式プローブ。
【請求項４】
　前記検出面は、前記被検体に対して凹んだ形状である
ことを特徴とする請求項３に記載の手持ち式プローブ。
【請求項５】
　前記光吸収体支持部は膜状の部材であり、
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　前記光吸収体は前記膜状の部材に設けられている
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の手持ち式プローブ。
【請求項６】
　前記光吸収体支持部と前記検出面の間に充填されたカップリング剤をさらに有する
ことを特徴とする請求項５に記載の手持ち式プローブ。
【請求項７】
　前記光吸収体支持部は、袋状の部材であり、
　前記光吸収体が前記袋状の部材に設けられている
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の手持ち式プローブ。
【請求項８】
　前記袋状の部材に充填されたカップリング剤をさらに有する
ことを特徴とする請求項７に記載の手持ち式プローブ。
【請求項９】
　前記光吸収体はドット状である
ことを特徴とする請求項５ないし８のいずれか１項に記載の手持ち式プローブ。
【請求項１０】
　互いに光吸収特性が異なる複数の前記光吸収体を有する
ことを特徴とする請求項５ないし９のいずれか１項に記載の手持ち式プローブ。
【請求項１１】
　前記光吸収体支持部は膜状の部材であり、
　前記光吸収体は前記膜状の部材の、前記出射端からの光軸上に設けられている
ことを特徴とする請求項２に記載の手持ち式プローブ。
【請求項１２】
　前記光吸収体支持部はゲルであり、
　前記光吸収体は前記ゲルの内部に設けられている
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の手持ち式プローブ。
【請求項１３】
　前記光吸収体は、シート状である
ことを特徴とする請求項１２に記載の手持ち式プローブ。
【請求項１４】
　前記シート状の光吸収体は、前記検出面と略等しい曲率を有する
ことを特徴とする請求項１３に記載の手持ち式プローブ。
【請求項１５】
　前記光吸収体支持部は、前記把持部に対して着脱可能である
ことを特徴とする請求項１ないし１４のいずれか１項に記載の手持ち式プローブ。
【請求項１６】
　請求項１ないし１５のいずれか１項に記載の手持ち式プローブと、
　情報処理部と、
を有し、
　前記情報処理部は、前記検出面が被検体に対向するように前記手持ち式プローブが前記
被検体に押し当てられた状態で前記被検体から伝搬した前記音響波に由来する前記電気信
号を用いて、前記被検体内部の特性情報を取得する
ことを特徴とする被検体情報取得装置。
【請求項１７】
　前記情報処理部は、前記光吸収体支持部に配置された前記光吸収体から発生した前記音
響波が前記被検体により反射したエコー波に由来する前記電気信号を用いた前記特性情報
と、前記光を照射された前記被検体内部から発生した光音響波に由来する前記電気信号を
用いた前記特性情報と、を取得する
ことを特徴とする請求項１６に記載の被検体情報取得装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手持ち式プローブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体内の光吸収体（例えば、生体内部の血管）を画像化する技術として、光音響イメ
ージング（ＰＡＩ：Ｐｈｏｔｏａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｉｍａｇｉｎｇ）が知られている。光
音響イメージングは、被検体に光が照射されると光音響効果により光吸収体から光音響波
が発生することを利用し、光吸収体の分布を画像データ化する技術である。例えば光吸収
体としてヘモグロビンを利用することで、生体内の血管を画像化できる。
【０００３】
　一方、被検体内の構造情報を描出する方法として、超音波イメージングが知られている
。超音波イメージングにおいては、プローブに多数配置された検出素子（トランスデュー
サ）から被検体に超音波を送信する。そして、被検体内の音響インピーダンスの界面で生
じる反射波を受信することで画像データを生成する。
【０００４】
　非特許文献１には、光音響イメージングによる画像と超音波イメージングによる画像と
を、同一のハンドヘルド（手持ち式）プローブで取得する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】J. J. Niederhauser, M. Jaeger, R. Lemor, P. Weber, and M. Frenz,
 “Combined ultrasound and optoacoustic system for real-time high-contrast vascu
lar imaging in vivo,” IEEE Trans. Med. Imaging 24, 436-440(2005)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般的に、光音響プローブは受信専用の回路構成であり、超音波イメージングに利用す
るためには超音波送信用の回路を追加する必要がある。しかし、これにより製造コストが
増大する。また、送受信を切り替えるためのスイッチ回路によりノイズが発生する可能性
がある。さらに、検出素子に送信特性を持たせるために受信特性が低下する可能性もある
。
【０００７】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、光音響イメージングおよび超音波イメ
ージングに好適、かつ構成が簡易な手持ち式プローブの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、以下の構成を採用する。すなわち、
　把持部と、
　音響波を受信して電気信号を出力する複数の検出素子と、
　前記複数の検出素子が配置された検出面と、
　光源から照射された光を吸収して音響波を発生させる光吸収体が配置された光吸収体支
持部と、
を有することを特徴とする手持ち式プローブである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、光音響イメージングおよび超音波イメージングに好適、かつ構成が簡
易な手持ち式プローブを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】実施形態１の手持ち式プローブの構成例を示す図。
【図２】実施形態１の手持ち式プローブの断面図。
【図３】実施形態１の処理フローを示す図。
【図４】実施形態１の受信信号の様子を示す図。
【図５】実施形態２のカバー部材の構成例を示す図。
【図６】実施形態３の手持ち式プローブを示す図。
【図７】被検体情報取得装置の構成を示したブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の好適な実施の形態について説明する。ただし、以下
に記載されている構成部品の寸法、材質、形状およびそれらの相対配置などは、発明が適
用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。よって、この発明
の範囲を以下の記載に限定する趣旨のものではない。
【００１２】
　本発明は、被検体から伝播する音響波を検出し、被検体内部の特性情報を生成し、取得
する技術に関する。よって本発明は、被検体情報取得装置またはその制御方法、あるいは
被検体情報取得方法や信号処理方法として捉えられる。本発明はまた、これらの方法をＣ
ＰＵ等のハードウェア資源を備える情報処理装置に実行させるプログラムや、そのプログ
ラムを格納した記憶媒体としても捉えられる。
【００１３】
　本発明の被検体情報取得装置は、被検体に光（電磁波）を照射し、光音響効果に従って
被検体内または被検体表面の特定位置で発生して伝搬した音響波を受信（検出）する、光
音響トモグラフィー技術を利用した装置を含む。このような被検体情報取得装置は、光音
響測定に基づき被検体内部の特性情報を画像データ等の形式で得ることから、光音響イメ
ージング装置とも呼べる。
【００１４】
　本発明の被検体情報取得装置には、被検体に音響波を送信し、被検体内部で反射した反
射波（エコー波）を受信して、被検体情報を画像データとして取得する超音波エコー技術
を利用した装置を含む。
【００１５】
　光音響装置における特性情報とは、光照射によって生じた音響波の発生源分布、被検体
内の初期音圧分布、あるいは初期音圧分布から導かれる光エネルギー吸収密度分布や吸収
係数分布、組織を構成する物質の濃度分布を示す。具体的には、酸化・還元ヘモグロビン
濃度分布や、それらから求められる酸素飽和度分布などの血液成分分布、あるいは脂肪、
コラーゲン、水分の分布などである。また、特性情報は、数値データとしてではなく、被
検体内の各位置の分布情報として求めてもよい。すなわち、吸収係数分布や酸素飽和度分
布などの分布情報を被検体情報としてもよい。光音響波に由来する特性情報は、被検体内
部の物質に起因する機能の違いを示す機能情報とも呼べる。
【００１６】
　超音波エコー装置により取得される特性情報は、被検体内部の組織の音響インピーダン
スの違いを反映した情報である。超音波エコーに由来する特性情報は、被検体内部の構造
を反映する形態情報とも呼べる。
【００１７】
　本発明でいう音響波とは、典型的には超音波であり、音波、音響波と呼ばれる弾性波を
含む。光音響効果により発生した音響波のことを、光音響波または光超音波と呼ぶ。探触
子等により音響波から変換された電気信号を音響信号とも呼ぶ。
【００１８】
［実施形態１］
　続いて本発明の実施形態１について、図面を参照しつつ説明する。以下の記載において
、特に断りがなければ、「光音響波」とは被検体内部または表面の光吸収体から発生した
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光音響波のことを指す。一方、プローブに配置された光吸収体から発生した光音響波のこ
とは、「送信超音波」と呼ぶ。両者の区別を明確にする必要がある場合、それぞれ「被検
体由来光音響波」および「プローブ由来光音響波」とも呼ぶ。また、送信超音波が被検体
表面や内部で反射したエコー波を、「超音波エコー」と呼ぶ。ただしこれらの名称は区別
を容易にするためのものであり、各弾性波の波長を限定する趣旨ではない。
【００１９】
＜プローブの構成＞
　図１は、本実施形態の手持ち式（ハンドヘルド型）プローブの構成例を示す図である。
手持ち式プローブ１は、操作者が把持するための、円筒形状の把持部２を有する。把持部
２は、各種の構成部品を保持する筐体としても機能する。把持部２は円筒形状に限られな
い。たとえば、楕円柱形状や、矩形柱形状でもよいし、操作者が把持しやすいように凹凸
を設けても良い。
【００２０】
　検出面３は、把持部２の中心軸５と交差する面である。検出面３上には、複数の検出素
子４（トランスデューサ）が設けられる。図１の手持ち式プローブ１は、不図示の光源か
ら光学系６により導かれた光を、検出面３の略中央に配置された出射端６ａから被検体に
照射できる。
【００２１】
　図１において、検出面３は被検体に対して凹んだ形状の曲面である。検出面３を曲面と
することにより、超音波イメージングの測定対象を被検体内の関心領域にフォーカスでき
るという効果が得られる。曲面としては楕円体の一部の形状が好適であり、球冠状がより
好ましい。ただし検出面３は平面であっても良い。手持ち式プローブ１は、検出面３が被
検体と対向するように被検体に押し当てられる。
【００２２】
　複数の検出素子４は、被検体から伝搬する光音響波および超音波エコーを受信し、電気
信号に変換して出力する。複数の検出素子４の配置方法は特に限定されない。例えば正方
形の格子状や、矩形、５角形以上の多角形、円形、楕円形、扇形、同心円状など、様々な
配置方法が利用できる。検出素子４の配列は、同心環状でも良い。これにより素子配置の
対称性を高めて良好な再構成画像を得られる。またその際、光の出射端を中心として同心
環状に素子を配置すると良い。
【００２３】
　検出素子４として、圧電素子、ｃＭＵＴ（Ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ　ｍｉｃｒｏｍａｃｈ
ｉｎｅｄ　ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒｓ）、ＰＶＤＦ（ＰｏｌｙＶｉ
ｎｙｌｉｄｅｎｅ　ＤｉＦｌｕｏｒｉｄｅ）、ファブリペローセンサ等を利用できる。素
子サイズや配置間隔は、用途に応じて受信感度と指向性の観点から決定すればよい。 
【００２４】
　検出面３に配される複数の検出素子４によって、検出面３の７０％以上を覆うことが好
ましく、さらには、検出面３の８５％以上を覆うことが好ましい。これにより、被検体か
ら伝搬する光音響波および超音波エコーを様々な角度から効率的に受信し、精度の高い画
像データを生成できる。
【００２５】
　それぞれの検出素子４は、関心領域に対して等しい立体角を有することが望ましい。そ
のため、検出素子４は、らせん配置やフィボナッチ配置のように、等分散的に配置される
ことが望ましい。また、検出素子４の配置数を増やしてＳＮＲを高めるためには、出射端
６ａに対して検出素子４を同心環状に配置することが望ましい。
【００２６】
　不図示の光源としてはパルスレーザ装置が好適である。レーザ光としては、被検体内の
光吸収体が吸収特性を有する波長の光が好ましい。たとえば血液中のヘモグロビンであれ
ば、近赤外光が好適である。また複数の波長の光を発生させる波長可変レーザを用いるこ
とで、酸素飽和度などの詳細な情報を取得できる。ただしレーザ装置に代えて、フラッシ
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ュランプやＬＥＤなども利用できる。
【００２７】
　光源からの光を伝搬する光学系６としては、ファイバ束、ミラー、プリズム、導波管な
ど、各種の光学部材を利用できる。そして伝搬された光は、ファイバ束の末端のような出
射端６ａから被検体に照射される。
【００２８】
　詳しくは後述するが、手持ち式プローブ１の被検体に接する側には、カバー部材７が設
けられている。図中の光吸収体８は、カバー部材７上に配置される。すなわち本実施形態
では、カバー部材が光吸収体支持部として機能する。手持ち式プローブ１の検出面３が被
検体と対向するように押し当てられるとき、カバー部材は被検体と検出面の間に位置する
。
【００２９】
　図２は、被検体に当接された状態における手持ち式プローブ１の断面図である。本実施
形態では検出面３が凹面状であるため、被検体１０に筐体を押し当てると空隙が形成され
る。カバー部材７は、そのとき被検体１０に当接する部材である。言い換えると、カバー
部材７と、検出素子４が設けられた検出面３との間に、密閉空間が形成される。
【００３０】
　この密閉空間には、検出素子４と被検体１０を音響的にマッチングさせるためのカップ
リング剤９が充填される。カップリング剤９としては音響インピーダンスが被検体１０に
近いものが適している。カップリング剤９として例えば、水やひまし油を好適に利用でき
る。カップリング剤９には、光を被検体１０まで伝搬させるために、照射光に対する透過
率が高いものを用いる。
【００３１】
　カバー部材７は、光音響波および超音波エコーの伝搬を阻害しないように、可撓性を有
することが好ましい。例えばゴムのように柔軟性の有る膜状部材が好適である。また、照
射光を被検体１０まで伝搬させるために、光透過性を有する材料を用いる。カバー部材７
にカップリング剤９が充填されることで、検出素子と被検体が音響的にマッチングする。
カバー部材７はまた、被検体１０とカップリング剤９の直接接触を防ぐ。図２において、
カップリング剤が充填されたカバー部材７を被検体１０に押し当てると、カバー部材７は
被検体１０の形状に沿って変形し、被検体１０に密着する。
【００３２】
　被検体１０とカバー部材７との間に、さらにカップリング剤を塗布してもよい。これに
より被検体１０とカバー部材７との密着性や音響整合性が高まる。さらに、測定時にプロ
ーブ１の被検体１０に対する相対移動が滑らかになる。カバー部材７を袋状の部材として
、プローブ１に対して着脱可能に構成しても良い。あらかじめカップリング剤が充填され
た袋状のカバー部材７を、たとえば測定ごとや被検体ごとに交換することは、衛生面で有
用である。
【００３３】
　なお、検出面３が平面状である場合でも、検出素子の保護、音響インピーダンス整合性
の向上、被検者の快適性の向上などの観点から、カップリング剤を封入したカバー部材を
設けることが好ましい。
【００３４】
＜光吸収体＞
　カバー部材７は、ドット状の光吸収体８を有している。出射端６ａからの光の一部が光
吸収体８に照射されると、光音響効果により送信超音波Ｓ１０１が発生する。この送信超
音波が被検体１０に到達し、関心領域１０ａなどで反射して超音波エコーＳ１０３となる
。これを検出素子で受信することで、超音波イメージングが実現される。一方、残りの照
射光は被検体に到達し、光音響波を発生させる。これを検出素子が受診することで、光音
響イメージングが実現される。このように超音波イメージングと光音響イメージングが、
単一の、しかも超音波送信機能を持たない簡易な構成のプローブで実施できる。
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【００３５】
　送信超音波を効率的に発生させる観点から、光吸収体８は、光強度の高い中心軸５の上
（光軸上）に配置されることが好ましい。光吸収体８のドットサイズは、送信超音波の周
波数に影響を与える。従って、発生する送信超音波の周波数が検出素子４の帯域感度内に
収まるように、吸収体のドットサイズを決定することが好ましい。ドットサイズの一例と
して、カバー部材７の厚さは５００μｍとするとき、光吸収体８のドットを直径約４００
μｍとする。これにより被検体面に対する凹凸を少なくできる。
【００３６】
　光吸収体８の材質としては例えば、カーボンを含有する材料など、送信超音波を効率的
に発生させるものを用いる。また、光吸収体８が光を完全に吸収してしまうと光音響イメ
ージングに影響が出る。そこで、一部の光が光吸収体８を回避または透過して被検体１０
まで到達するように、光吸収体８のサイズや材質を決定する。一例として、検出面３の直
径が５００ｍｍ程度の手持ち式プローブにおいて、光照射領域が直径１５ｍｍの場合につ
いて検討する。このプローブで上述したような直径約４００μｍの光吸収体８を使用すれ
ば、照射光の大部分は被検体まで到達できるので、光音響イメージングへの影響はほとん
ど生じない。
【００３７】
　被検体との接触により光吸収体８の位置が中心軸５から大きくずれると、送信超音波の
信号強度が低下する。そこで、カバー部材７を作成する際に、把持部２との近傍部のみに
部分的に固い材質を用いると良い。なお、このような位置ずれに対処するために、カバー
部材上に複数のドットを配置して、少なくともいずれかのドットは光軸上に存在するよう
な構成も考えられる。ただし、複数のドットがあると、取得した超音波エコーがどのドッ
トに由来するものかの判別が難しくなる。そのため、ドットは１個だけ配置することがよ
り好ましい。
【００３８】
　また、上述したようにカバー部材７を交換可能とする場合、光吸収体の材質、サイズ、
個数、位置などが異なる複数のカバー部材を用意しておき、測定内容に応じて付け替えて
も良い。また、カバー部材７は、弁のような注入口を有する構成としても良い。これによ
り、カバー部材７と検出面との間には、測定の際にのみ注入口を介してカップリング剤を
充填することができる。その結果、保管時や輸送時におけるカバー部材７の破損によるカ
ップリング剤の漏出を防止できる。注入口は、測定に支障をきたさないように、検出面の
辺縁部に設けることが好ましい。
【００３９】
＜処理フロー＞
　次に、図３を参照しつつ、本実施形態に係る測定シーケンスを説明する。図３（ａ）は
主な処理フローを示す。図３（ｂ）はステップＳ３０２の詳細な説明であり、図３（ｃ）
はステップＳ３０５の詳細な説明である。
【００４０】
（ステップＳ３０１：測定準備）
　本ステップでは、装置を立ち上げる、手持ち式プローブ１にカバー部材７を取り付ける
、当該プローブに超音波ジェルを塗布して被検体に接触させるなどのセッティングを行う
。これにより、図２の模式図に示したような、測定が可能な状態になる。この例では、被
検体１０内の関心領域（ＲＯＩ）１０ａが測定対象である。
【００４１】
（ステップＳ３０２：光照射）
　ステップＳ３０２１では、光源から照射されたのち光学系６により伝送された光が、出
射端６ａから照射される。ステップＳ３０２２では、カバー部材７に配置された光吸収体
が光を吸収することで、プローブ由来光音響波（送信超音波）Ｓ１０１が発生する。送信
超音波のうち一部は、カップリング剤９を経由して検出素子４により受信される。送信超
音波の別の一部は、関心領域１０ａ内部の構造体や被検体表面などの音響インピーダンス
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界面で反射して超音波エコーＳ１０３となり、検出素子４により受信される。光照射の工
程は、複数回繰り返し行っても良い。
【００４２】
　さらに、関心領域１０ａの光吸収体が光を吸収することで、被検体由来光音響波Ｓ１０
２が発生する。光音響波は被検体内の領域やカップリング剤９を経由して検出素子４によ
り受信される。
【００４３】
（ステップＳ３０３：音響波受信）
　図４に、検出素子４が検出した音響波に基づく電気信号の代表例を示す。横軸は光照射
後の経過時間を表す。電気信号は、音響波が発生後に通過した経路の長さと、通過した領
域の音速に応じて定まる。縦軸は電気信号の強度を表す。
【００４４】
　図４において、まず強度の大きい信号が観察される。これはカバー部材内に配置した光
吸収体８に由来する、送信超音波Ｓ１０１に対応する。次に観察される信号は、関心領域
内の光吸収体から発生した、光音響波Ｓ１０２に対応する。次に観察される信号は、送信
超音波Ｓ１０１が関心領域内の構造体によって反射された、超音波エコーＳ１０３に対応
する。
【００４５】
　なお正確には、関心領域内から発生した光音響波Ｓ１０２も、構造体によって反射する
。しかしこの反射波の発生エネルギーは小さいため、信号強度は小さく、一般的には無視
されるか、観察されない。また、このとき関心領域の大きさが、カバー部材内に配置され
たドット状の光吸収体との距離に対して小さければ、信号同士が同時に観察されることは
ない。
【００４６】
（ステップＳ３０４：信号処理）
　本ステップでは、各検出素子から出力された電気信号に対して、必要に応じた信号処理
が施される。例えば、増幅処理、アナログ電気信号に対するデジタル化処理、音響波の経
路長や光量に応じたゲイン処理、素子特性の補正処理などが挙げられる。
【００４７】
（ステップＳ３０５：画像再構成）
　本ステップでは、光音響波を用いた光音響イメージング処理や、超音波エコーを用いた
超音波イメージング処理が行われる。ステップＳ３０５１やＳ３０５３における画像再構
成の際には、既知の各種の手法を利用できる。なお、本ステップの処理は図３（ｃ）で示
した流れに限らず、超音波画像と光音響画像を並列に生成してもよい。
【００４８】
　光音響波の再構成には、三次元空間におけるバックプロジェクションアルゴリズムが適
用できる。例えばＵＢＰ法（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｂａｃｋ－Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）で
あれば初期音圧分布ｐ０（ｒ）は次式（１）により時間空間上で推定される。
【数１】

　このとき投影データに相当する項ｂ（ｒ０，ｔ）を、式（２）に示す。
【数２】

【００４９】
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　また、任意のデータ領域に対する受信器の立体角の項ｄΩ０は、式（３）となる。
【数３】

　ここで、ｐ（ｒ）はＳ１００で取得した光音響波信号、ｒは各検出素子の位置、ｔは時
間であり、θは受信器と任意のデータ領域とがなす角度である。
【００５０】
　また音源の大きさに比べて、音源と測定位置の距離が十分大きい場合、投影データ項ｂ
（ｒ０，ｔ）は、式（４）のようにしてもよい。

【数４】

【００５１】
　カバー部材７は、被検体に接触することで変形するため、カバー部材７に設けられた光
吸収体８の位置が、被検体に接触していない場合と比べて変わっている場合がある。そこ
で、この光吸収体８の変位による信号への影響を補正しても良い。光吸収体の位置情報は
、ステップ３０５２において、光吸収体８から検出素子に直接入射する光音響波Ｓ１０１
に基づいて取得できる。ステップＳ３０５３において、反射超音波の画像再構成Ｉ（ｒ）
算出する際にも、光音響画像と同様に三次元空間においてバックプロジェクションアルゴ
リズムを適用した（式（５））。
【数５】

　ここでτは、膜内の光吸収体から投影位置ボクセルまでの距離と、i番目の検出素子か
らの投影位置ボクセルまでの距離の和を音響伝搬速度で割ることで求まる遅延時間となる
。
　ωは窓関数などの重みファクターなどであり検出素子の指向性や再構成画像の所望の解
像度やＳＮに応じて変更される。
【００５２】
　このとき被検体内部の変位が考慮された投影データとして、各検出素子が受信した時系
列の信号から投影位置ボクセルに対して位相が揃うサンプリングデータＳｉを抽出して和
を取ることで画像化できる。
【００５３】
（ステップＳ３０６：画像表示）
　画像再構成により生成された超音波画像データおよび光音響画像データは、液晶ディス
プレイなどの表示装置に表示される。表示方法としては、両画像を重畳表示したり、並べ
て表示したり、交互に表示するなど、任意の手法を利用して良い。ただし、画像を表示せ
ずに画像データとして保存しても、本発明の効果は得られる。さらに、画像再構成を行う
前の、検出素子から出力されたＲＡＷデータや、補正処理のみ施された状態の電気信号で
あっても、カバー部材の光吸収体に由来する成分は含まれているので、本発明の効果は得
られる。
【００５４】
　以上述べたように、本実施形態によれば、超音波イメージングと光音響イメージングが
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、単一の、しかも超音波送信機能を持たない検出素子のみを備える簡易な構成のプローブ
で実施できる。したがって、複数のモダリティを用いた診断における、コスト低下、稼働
率向上、メンテナンスの容易化などを期待できる。
【００５５】
［変形例］
　カバー部材７として可撓性のある材質を用いた場合、被検体にプローブを押し当てる際
の強度や方向に応じてカバー上の光吸収体の位置が変化する。その結果、音源となる光吸
収体と被検体との位置関係が変化して、音源から被検体への送信超音波到達時間や、超音
波エコーの検出素子までの到達時間が変化する。すると、デジタル化された電気信号中に
おいて、関心領域からの反射波由来の成分が含まれる位置がずれてしまい、再構成の精度
に影響を及ぼす可能性がある。
【００５６】
　また、音源と関心領域の距離が離れるほど送信超音波の減衰の度合いが大きくなるので
、再構成画像のＳＮ比に影響を及ぼす可能性がある。さらに、照射光の減衰により、光の
出射端と光吸収体との距離が離れるほど送信超音波の強度が小さくなるので、再構成画像
のＳＮ比に影響を及ぼす可能性がある。
【００５７】
　ここで、カバー部材の変形による光吸収体の位置の変化が把握できていれば、関心領域
から伝搬した反射波由来の信号成分のデジタル信号中の位置が分かり、適切な再構成を行
える。また、送信音響波自体の減衰や、照射光の減衰に応じた送信超音波強度の低下に対
して、ゲイン処理などの補正を行える。そこで本変形例では、プローブを被検体に押し当
てた状態（当接状態）で光吸収体の位置を予め把握する方法を説明する。
【００５８】
　ユーザはまず、当接状態で予備的な光照射を行う。これにより、カバー部材中の光吸収
体だけでなく、被検体内の光吸収体からも光音響波が発生するが、両者は検出時間や強度
が異なるため識別可能である。そして、カバー部材中の光吸収体に由来する電気信号を用
いて画像再構成を行う。その結果、光吸収体の位置情報が取得できる。
【００５９】
　本変形例によれば、カバー部材に配置された光吸収体の位置を把握して、適切な画像再
構成を実現できる。なお本変形例において、位置情報取得用の光照射と画像再構成用の光
照射とは、必ずしも別々に行う必要はない。すなわち、図４のような電気信号を取得した
後に、まずＳ１０１の部分を用いた画像再構成により光吸収体の位置を把握して、Ｓ１０
２（被検体由来光音響波に相当）と、Ｓ１０３（超音波エコーに相当）の画像再構成に利
用してもよい。
【００６０】
　また別の変形例として、光の出射端が把持部の筐体に含まれない構成も考えられる。こ
の場合、プローブとは別に光を出射する光学部材が必要になるが、光の照射位置と光吸収
体の位置関係の自由度が増す。
【００６１】
　さらに別の変形例として、カバー部材を袋状の部材とする構成も考えられる。検出面と
膜状のカバー部材とで規定される領域にマッチング剤を封入する場合、検出素子４に対し
て防水処理を施す必要が生じ得る。しかし、カバー部材を袋状の部材とすることで、検出
素子４に防水処理を施す必要性を低減できる。この場合も、袋状のカバー部材を把持部か
ら着脱可能に構成できる。袋状のカバー部材の場合にも、マッチング剤を注入するための
注入口を設けても良い。
【００６２】
［実施形態２］
　実施形態１では、カバー部材上に光吸収体のドットを１個だけ設けた。この場合、光吸
収体から発生する送信超音波が届きにくい領域が被検体内部にあると、当該領域の再構成
画像の精度が低下する。このような減少は、光吸収体の位置と関心領域とが離れている場
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合や、送信超音波が減衰しやすい周波数を有している場合に起こりえる。そこで本実施形
態では、カバー部材７に、互いに異なる吸収波長ピークを有する光吸収体のドットを複数
配置した。
【００６３】
　図５に、本実施形態のカバー部材７を被検体側から見た様子を示す。カバー部材７には
、それぞれ光吸収特性の異なる光吸収体１（８ａ）、光吸収体２（８ｂ）、光吸収体３（
８ｃ）、光吸収体４（８ｄ）、光吸収体５（８ｅ）が配置されている。各光吸収体の配置
位置は、出射端からの光が当たる範囲内が好ましい。なお図５では、カバー部材を挟んで
逆側に存在する出射端および検出素子は省略している。
【００６４】
　本実施形態では、光源として波長可変レーザ装置を用いる。そして、パルス毎や時間単
位毎に、光吸収体のそれぞれに適した波長の光を照射し、送信超音波（プローブ由来光音
響波）を発生させ、超音波エコーを検出する。この結果、音源の位置が互いに異なる５種
類の受信信号が得られる。その後、メモリに保存された音響信号を平均化したり、音響信
号それぞれから生成される再構成画像を平均化したりすることで、ＳＮ比の高い画像が得
られる。
【００６５】
　なお、上記の５種類の受信信号に含まれる被検体由来の光音響信号は、それぞれ異なる
波長の照射光に起因しており、スペクトル情報から信号の種類の識別が可能である。そこ
で、これらの信号を用いることで、高精度な光音響イメージングを実行できる。例えば５
種類の光の中に、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンのそれぞれに吸収されやすい波長
の光が含まれていれば、酸素飽和度分布画像が高精度に取得できる。
【００６６】
　本実施形態によれば、単一の、しかも簡易な構成のプローブによって、被検体内部の広
い領域について光音響イメージングと超音波イメージングを実現できる。なお図５では符
号８ａ～８ｅで示される５種類の光吸収体を設けたが、数や配置はこれに限定されない。
【００６７】
［実施形態３］
　上述の各実施形態では、カバー部材７にマッチング剤を封入していた。いっぽう本実施
形態のプローブには、軟生物組織に近い音響インピーダンスを有し、照射光を透過する媒
質であるゲル部材１１を使用する。これにより、検出素子と被検体間での音響波の反射及
び損失を低減できる。
【００６８】
　図６（ａ）は、本実施形態に係る手持ち式プローブ１の構成を示す断面図である。ゲル
部材１１の一方の側は、空気が入らないように検出面３の曲面に沿った形状とする。一方
被検体１０に接する側は、被検体表面に適した形状とする。また、ゲル部材を取り外せる
ようにすれば、被検体ごとの交換が可能で衛生的である。さらに、このゲル部材１１の内
部に、検出面３と略等しい曲率を有するシート状光吸収体１２を、光路の中心線５上に配
置した。すなわち本実施形態では、ゲル部材が光吸収体支持部として機能する。
【００６９】
　ゲル部材１１を被検体側から見た様子を図６（ｂ）に示す。送信超音波を効率的に発生
させるために、シート状光吸収体１２は光軸上を覆うように配置される。そのため、シー
ト状光吸収体１２の材質、厚み、サイズ等を決定する際は、照射光の全てを吸収するので
はなく、一部は被検体まで透過させるように設計する。シート状光吸収体には、音響波に
対する透過性も求められる。シート状光吸収体の材質として例えば、金、銀やアルミの薄
膜が利用できる。
【００７０】
　シート状光吸収体１２で発生した光音響波のうち、検出素子と反対側に進行する伝搬し
たもの（送信超音波）は、シート状光吸収体１２の曲率中心に伝搬する。従って、検出面
３の曲率中心とシート状光吸収体１２の曲率中心が一致していれば、送信超音波は当該曲
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率中心に向って集束するように伝搬する。その結果、曲率中心において強い信号振幅が形
成され、精度の高い画像データが得られる。また、光音響波の受信フォーカスが曲率中心
にあることから、アーティファクトが抑制され、画像のＳＮ比が高くなる。その結果、関
心領域内の画像が良好に得られるという効果が得られる。
【００７１】
　なお、上述したようにゲル部材１０を交換可能とする場合、シート状の光吸収体の材質
、厚み、サイズ、位置などが異なる複数のゲル部材を用意しておき、測定内容に応じて付
け替えても良い。例えば、光吸収体が厚ければ厚いほど、発生する光音響波の周波数が低
くなる。この場合、光音響波が減衰しにくいため、被検体の深部まで到達し、深い部位を
画像化できる。一方、光吸収体が薄くなるほど、光音響波の周波数は高くなる。この場合
、減衰はし易いものの、測定の解像度は向上する。よって、測定対象の深度や大きさに応
じてゲル部材を交換して光音響波の周波数を変化させられる。
【００７２】
　本実施形態によれば、単一の、かつ簡易な構成のプローブを用いて、被検体の超音波画
像と光音響画像が高精細に得られる。
【００７３】
［変形例］
　ここではシート状光吸収体について述べたが、ゲル部材の内部や表面付近に、ドット状
や球状などの光吸収体を埋め込む構成でも良い。この場合でも、光音響波を送信超音波と
して用いる超音波イメージングを簡易な構成で実現できる。またその際、互いに光吸収特
性の異なる複数の光吸収体を埋め込んでも良い。
【００７４】
［実施形態４］
　本実施形態では、図７を用いて、上記各実施形態で示した手持ち用プローブ１を用いた
被検体情報取得装置について説明する。この装置は、超音波イメージングと光音響イメー
ジングという２つのモダリティで被検体内部の画像データを生成できる。図３の処理フロ
ーは、実際には本実施形態のような被検体情報取得装置によって実行される。
【００７５】
　装置の測定対象は被検体１０である。装置は、プローブ１、光源１３、信号処理部１４
、情報処理部１５、表示部１６を備える。ただし表示部１６は必ずしも必要でなく、再構
成された画像データをメモリに格納する構成でも良い。
【００７６】
　プローブ１および光源１３については上述したものを用いる。信号処理部１４は、図３
のステップＳ３０４における処理を行う。信号処理部１４としては、増幅器、ＡＤ変換器
、各種の補正回路などが利用できる。情報処理部１５としては、ＣＰＵやメモリ等を備え
、プログラム等に従って動作する情報処理装置、例えばＰＣやワークステーションが好適
である。表示部１６としては、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなど、任意の画
像表示装置を利用できる。
【符号の説明】
【００７７】
　１：プローブ，２：把持部，３：検出面，４：検出素子，７：カバー部材，８：光吸収
体
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